
１．京都府地域包括ケア構想
（京都府における地域医療構想について）
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都
道
府
県

○ 今後の人口減少・高齢化に伴う医療ニーズの質・量の変化や労働力人口の減少を見据え、質の高い医療を効率的に
提供できる体制を構築するためには、医療機関の機能分化・連携を進めていく必要。

○ こうした観点から、各地域における2025年の医療需要と病床の必要量について、医療機能（高度急性期・急性期・回
復期・慢性期）ごとに推計し、「地域医療構想」として策定。
その上で、各医療機関の足下の状況と今後の方向性を「病床機能報告」により「見える化」しつつ、各構想区域に設置

された「地域医療構想調整会議」において、病床の機能分化・連携に向けた協議を実施。

医療機能の報告等を活用し、「地域医療構想」を策定し、
更なる機能分化を推進

（「地域医療構想」の内容）

１．２０２５年の医療需要と病床の必要量
・高度急性期・急性期・回復期・慢性期の４機能ごとに医療
需要と病床の必要量を推計
・在宅医療等の医療需要を推計
・都道府県内の構想区域（二次医療圏が基本）単位で推計

２．目指すべき医療提供体制を実現するための施策
例） 医療機能の分化・連携を進めるための施設設備、

在宅医療等の充実、医療従事者の確保・養成等

地域医療構想について

（機能が
見えに
くい）

医
療
機
関

（B病棟）
急性期機能

（D病棟）
慢性期機能

（C病棟）
回復期機能

（A病棟）
高度急性期機能

○ 機能分化・連携については、

「地域医療構想調整会議」で議論・調整。

医療機能の現状と今後の
方向を報告（毎年１０月）

病床機能報告

回復期機能の
患者

高度急性期機能
の患者

慢性期機能の患者

急性期機能の患者医療機能
を自主的
に選択

地域医療構想について
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89.6
万床

※1

急性期

55.5万床（46％）

高度急性期

16.5万床（14%）

５
慢性期

30.6万床（25％）

回復期

19.2万床（16%）

急性期

59.6万床（48％）

高度急性期

16.9万床（14%）

慢性期

35.5万床（28％）

回復期

13.0万床（10%）

【2015年度病床機能報告】

合計 121.8万床

91.2
万床

0.5万床増

1.4万床減

2.1万床
増

4.0万床減

約2.8万床減

【2018年度病床機能報告（2019年5月時点暫定値）】

1.33

急性期

56.9万床（46％）

高度急性期

16.0万床（13％）

慢性期

34.6万床（28％）

回復期

17.1万床（14%）

合計 124.6万床

89.9
万床

※1：2018年度病床機能報告において、「2025年7月1日時点における病床の機能の予定」として報告された病床数
※2：対象医療機関数及び報告率が異なることから、年度間比較を行う際は留意が必要

病床機能ごとの病床数の推移
○ 2025年見込の病床数※１は121.8万床となっており、2015年に比べ、3.3万床減少する見込み。※２

○ 機能別にみると、高度急性期+急性期は4.6万床減少、回復期は6.2万床増加、慢性期は4.9万床減少
する見込み。

合計 125.1万床
2025年見込2018年

76.6
万床

0.9万床減

2.7万床減

4.1万床増

0.9万床減

72.9
万床

72
万床

2015年

第68回社会保障審議会医療部会 参考資料１
（令和元年９月１９日）



京都府地域包括ケア構想（地域医療ビジョン）について

【京都府地域包括ケア構想（必要病床数の国推計）】

【許可病床】
29,690床

【入院患者実態調査】

28,153床
【2025年ビジョン】

29,957床

※医療系への機能転換
※新たな類型への転換

介護療養病床：10% 2,853床

医療療養病床：12% 3,451床

一般病床：78%
23,386床

高度急性期：17%
4,875床

急性期：42%
11,746床

回復期：9% 2,450床

慢性期：32%
9,082床

高度急性期：11%

3,187床

急性期：32%
9,543床

慢性期：29%
8,685床

2016年度時点 2025年（国推計）

回復期：28%
8,542床

2021年度

高度急性期：16% 4,630床

回復期：15% 4,089床

急性期：38%
10,704床

慢性期：23%
6,368床

【病床機能報告等】
28,113床

※介護医療院へ転換数を含む

介護医療院への転換：8%
2,322床

※介護医療院への転換数は高齢者支援課調査より
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病床機能報告について

【概 要】
〇病床機能報告制度（平成 26 年 10 月から開始）では、それぞれの医療機関が自主的に、4 つの病床機能（高度急性

期、急性期、回復期、慢性期）から一つを選択し、病棟単位で報告するもの。このことから、①個々の患者の割合等を正
確に反映したものでないこと。②4 つの機能を区分する定量的な基準がないことなどから地域の実情を的確に反映して
いるものではないなど注意が必要となる。
※京都府ホームページにて全病院分を公表している。

【病床の機能区分】
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病床機能報告の結果（京都府全体）
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病床機能報告の結果（丹後）
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急性期・回復期病床に係る定量的な基準（京都方式）について①

病床機能報告では、各医療機関が「病棟単位」で4機能区分を判断し報告。特に急性期病床には、急性期と回復期
の患者が混在し、それらを急性期機能として報告するなど定義・基準が曖昧。このため、急性期機能を「重度急性期」
と「地域急性期」に分類し、「地域急性期」を回復期と見なすことで、実情に即した医療機能や供給量を把握する。
上記のとおり重度急性期と地域急性期を計る基準として急性期・回復期病床に係る定量的な基準（京都方式）を策
定したところ。（令和元年度から適用）

7

※地域急性期
サブアキュート機能（軽・中等症患者の救急受入れ機能）やポストアキュート機能（長期急性期患者や回復
期患者の受入れ、治療機能）を中心に、回復期的な機能も含めて幅広く担っていく急性期病床。

京都方式（案）

10,267床 44.6%

6,617床 28.7%

6,144床 26.7%

23,028床

4機能
大区分

主に成人 周産期 小児 緩和ケア

高度急性期

重症急性期

（8,683床）

MFICU

NICU・GCU

96床
PICU

小児入院医療
管理料１

30床

産科一般病棟
産科有床診療所

790床

小児入院医療管理料2・3・4
小児科一般病棟7:1

264床

緩和ケア病棟
（放射線治療あり）

14床急性期

一般病棟
地域包括ケア病棟

13,252床

回復期
回復期

リハビリ病棟
1,831床

地域急性期
＋回復期

（4,569床）

小児入院医療管理料5

小児科一般病棟7:1以外
小児科有床診療所

216床

慢性期

療養病棟
特殊疾患病棟
障害者施設等

5,878床

緩和ケア病棟
（放射線治療なし）

266床

現状
（H29病床機能報告）

16,482床 56.9%

3,324床 11.5%

9,139床 31.6%

28,945床

平成２９年度病床機能報告から作成

救命救急・ICU・
SCU・HCU

390床



急性期・回復期病床に係る定量的な基準（京都方式）について②

【地域急性期（回復期）機能として報告する基準】

５病棟以上の病院 ４病棟以下の病院

京
都
・
乙
訓

京
都
・
乙
訓
以
外

（区分Ａ）
重症度：２５％未満

（区分Ｂ）
重症度：１２％未満

（区分Ｃ）
重症度：２２％未満

（区分Ｄ）
重症度：１２％未満
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京都府立医科大学附属北部医療センター

※京都方式の分析前後

275

0

0

0

0

0

0 0

16

259

0

合　計

16

259

0

0

275

休棟中等 0

高度急性期

急性期

回復期

慢性期 0

病床の機能区分 分析前（A） 分析後（B） 増減（B－A）

44

36

50

50

25

急性期

急性期

急性期

急性期

急性期

0.0

34.1

39.4

31.0

31.3

24.5

0.0

小児入院医療管
理料４

小児入院医療管
理料４

急性期一般入院料１

急性期一般入院料１

ﾊｲｹｱﾕﾆｯﾄ入院医療管理料２

急性期一般入院料１

急性期一般入院料１

急性期一般入院料１

急性期一般入院料１

16

44

36

50

50

25

4

高度急性期

急性期

急性期

急性期

急性期

急性期

急性期

許可病床数

50

C5病棟

NICU病棟

C2病棟

C3病棟

C4病棟

入院基本料・特定入院料

病床機能

一般病棟用の重
症度、医療・看護
必要度を満たす

患者割合

京都方式分析結果令和3年7月1日時点

病室単位

急性期一般入院料１

病棟名

A3病棟

Ｂ2病棟

Ｂ3病棟

35.1

〇：地域急性期
とみなす 病床機能 病床数

急性期 50急性期



京丹後市立弥栄病院

※京都方式の分析前後

入院基本料・特定入院料

病床機能

一般病棟用の重
症度、医療・看護
必要度を満たす

患者割合

京都方式分析結果令和3年7月1日時点

病室単位

急性期一般入院料５

病棟名

A3病棟

A4病棟

A5病棟

18.6

〇：地域急性期
とみなす 病床機能 病床数

急性期 54急性期

許可病床数

54

急性期

急性期

53

49

急性期一般入院料５

急性期一般入院料５

地域包括ケア病
棟入院料１

○

23.3

0.0

急性期

回復期

53

49

病床の機能区分 分析前（A） 分析後（B） 増減（B－A）

慢性期

合　計

0

199

0

0

199

休棟中等 0

高度急性期

急性期

回復期

0

-

-

-

-

-

-

0 -

0

150

0

医療・看護必要度が未回答のため未分析



京丹後市立久美浜病院

※京都方式の分析前後

170

0

0

0

0

0

0 0

0

110

0

合　計

0

110

0

60

170

休棟中等 0

高度急性期

急性期

回復期

慢性期 60

病床の機能区分 分析前（A） 分析後（B） 増減（B－A）

50急性期25.9

0.0

0.0

急性期一般入院料４

療養病棟入院料２

療養病棟入院料２

50

28

32

急性期

慢性期

慢性期

許可病床数

60

３病棟３階

入院基本料・特定入院料

病床機能

一般病棟用の重
症度、医療・看
護必要度を満た
す患者割合

京都方式分析結果令和3年7月1日時点

病室単位

急性期一般入院料４

病棟名

１病棟

２病棟

３病棟２階

26.5

〇：地域急性期
とみなす 病床機能 病床数

急性期 60急性期



医療法人財団宮津康生会宮津武田病院

※京都方式の分析前後

65

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

合　計

0

0

0

65

65

休棟中等 0

高度急性期

急性期

回復期

慢性期 65

病床の機能区分 分析前（A） 分析後（B） 増減（B－A）

許可病床数

65

入院基本料・特定入院料

病床機能

一般病棟用の重
症度、医療・看護
必要度を満たす

患者割合

京都方式分析結果令和3年7月1日時点

病室単位

障害者施設等10対１入院基本料

病棟名

病棟 0.0

〇：地域急性期
とみなす 病床機能 病床数

慢性期



公益財団法人丹後中央病院

※京都方式の分析前後

306

0

0

0

0

0

0 0

0

210

96

合　計

0

210

96

0

306

休棟中等 0

高度急性期

急性期

回復期

慢性期 0

病床の機能区分 分析前（A） 分析後（B） 増減（B－A）

60

47

46

47

50

急性期

急性期

回復期

急性期

回復期

26.3

33.3

0.0

31.2

0.0

急性期一般入院料４

急性期一般入院料４

回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟入院料３

急性期一般入院料４

回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟入院料３

60

47

46

47

50

急性期

急性期

回復期

急性期

回復期

許可病床数

56

6病棟

7病棟

8病棟

入院基本料・特定入院料

病床機能

一般病棟用の重
症度、医療・看護
必要度を満たす

患者割合

京都方式分析結果令和3年7月1日時点

病室単位

急性期一般入院料４

病棟名

1病棟

2病棟

5病棟

26.1

〇：地域急性期
とみなす 病床機能 病床数

急性期 56急性期



特定医療法人三青園丹後ふるさと病院

※京都方式の分析前後

160

0

0

100

-100

0

0 0

0

0

100

合　計

0

0

0

160

160

休棟中等 0

高度急性期

急性期

回復期

慢性期 60

病床の機能区分 分析前（A） 分析後（B） 増減（B－A）

50

50

回復期

回復期

0.0

0.0

地域一般入院料３

地域一般入院料３

50

50

慢性期

慢性期

許可病床数

60

入院基本料・特定入院料

病床機能

一般病棟用の重
症度、医療・看護
必要度を満たす

患者割合

京都方式分析結果令和3年7月1日時点

病室単位

療養病棟入院料２

病棟名

西病棟

東2階

東3階

0.0

〇：地域急性期
とみなす 病床機能 病床数

慢性期

一般入院料の算定より、回復期と判断



国への進捗報告について

【国への報告イメージ】

【概 要】
〇 令和４年３月２４日付け厚生労働省医政局長通知に基づき、主に以下のポイントが示される。
・2022年～2023年において、民間医療機関も含めた各医療機関の対応方針の策定や検証・見直しを行うこと。
・2022年～2023年において、公立病院は病院毎に「公立病院経営強化プラン」を地域医療構想調整会議に協議の上、
策定すること。
・検討状況を定期的に公表（2022年度においては2022年9月末及び2023年3月末時点の状況）する。

9



２．医療計画について

10



第7回第8次医療計画等に関する検討会資料（R4.3.4)
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第7回第8次医療計画等に関する検討会資料（R4.3.4)
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第８次医療計画の策定に向けた検討体制（イメージ）
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地域医療構想及び
医師確保計画に
関するWG

外来機能報告等に
関するWG※

在宅医療及び

医療・介護連携に関
するWG（仮称）

＊ へき地医療、周産期医療、小児医
療については、第７次医療計画の策定
に向けた検討時と同様、それぞれ、以下
の場で専門的な検討を行った上で、「第
８次医療計画等に関する検討会」に報
告し、協議を進める予定。

・へき地医療
厚生労働科学研究の研究班

・周産期医療、小児医療
有識者の意見交換

○以下に関する詳細な検討

・医療資源を重点的に活用する
外来

・外来機能報告

・地域における協議の場

・医療資源を重点的に活用する
外来を地域で基幹的に担う医
療機関 等

○以下に関する詳細な検討

・医師の適正配置の観点を含
めた医療機能の分化・連携に
関する推進方針

・地域医療構想ガイドライン

・医師確保計画ガイドライン
等

○以下に関する詳細な検討

・在宅医療の推進

・医療・介護連携の推進 等

※検討事項の取りまとめ後、外来医療計
画ガイドラインに関する検討の場として改
組を予定。

【５疾病】

各疾病に関する
検討の場 等

【新興感染症等】

感染症対策（予防計画）に関
する検討の場 等

連携

報告

○ 現行の医療計画における課題等を踏まえ、特に集中的な検討が必要な項目については、本検討会の下に、以下の４つのワーキンググ
ループを立ち上げて議論。（構成員は、座長と相談の上、別途定める）

○ 新興感染症等への対応に関し、感染症対策（予防計画）に関する検討の場と密に連携する観点から、双方の検討会・検討の場の構成
員が合同で議論を行う機会を設定。

救急・災害医療
提供体制に関する
WG（仮称）

○以下に関する詳細な検討

・第８次医療計画の策定に向
けた救急医療提供体制の在
り方

・第８次医療計画の策定に向
けた災害医療提供体制の在
り方 等

第８次医療計画等に関する検討会
○医療計画の作成指針（新興感染症等への対応を含む５疾病６事業・在宅医療等）
○医師確保計画、外来医療計画、地域医療構想 等

※具体的には以下について検討する
・医療計画の総論（医療圏、基準病床数等）について検討
・各検討の場、WGの検討を踏まえ、５疾病６事業・在宅医療等について総合的に検討
・各WGの検討を踏まえ、地域医療構想、医師確保計画、外来医療計画について総合的に検討

※医師確保計画及び外来医療計画については、現在「医師需給分科会」で議論。
次期計画の策定に向けた議論については、本検討会で議論。
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医療計画 新興感染症 地域医療構想 医師確保計画 外来医療計画

R３
[2021]

４～６月
外来機能報告等に関するWG開催

７～９月

10～12月
外来機能報告等に関する取りまとめ

１～３月

・総論（医療圏、基準病床数等）
・各論（５疾病、６事業、在宅等）
について各検討会等での
議論の報告

ガイドライン改正に向けた検討 ガイドライン改正に向けた検討

R４
[2022]

４～６月

７～９月

10～12月

報告書取りまとめ
（基本方針改正、医療計画作成指針等の改正等）

報告書取りまとめ
（ガイドライン改正等）

報告書取りまとめ
（ガイドライン改正等）

１～３月
基本方針改正（告示）
医療計画作成指針等の改正（通知）

ガイドライン改正（通知） ガイドライン改正（通知）

R５[2023]
第８次医療計画策定 次期医師確保計画策定 次期外来医療計画策定

R６[2024]
第８次医療計画開始 次期医師確保計画開始 次期外来医療計画開始

R７[2025]

医療部会（6/3）

国 感染症対策に関す
る検討の場と連携
しつつ議論

地域医療構想及び医師確保計画に関するWG開催

地域医療構想の推
進

第８次医療計画等に関する検討会開催

都
道
府
県
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